[bookmark: _bumw6mn21nqb]特許実施契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が保有する特許権の実施許諾に関し、次のとおり特許実施契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _463ffylpza0z]第1条（目的）
本契約は、甲が保有する特許権について、乙に対しその実施を許諾し、当該特許発明の円滑かつ適正な利用を図ることを目的とする。

[bookmark: _v8cti87v7boh]第2条（定義）
本契約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
1. 特許権とは、甲が保有する別紙1記載の日本国特許権及びこれに基づく権利をいう。
2. 特許発明とは、前項の特許権に係る発明をいう。
3. 実施とは、特許法第2条第3項に定める行為をいう。
4. 実施製品とは、特許発明を実施して製造、使用、販売、譲渡、輸出又は輸入される製品をいう。
5. 
[bookmark: _wniwl0u6p7io]第3条（実施許諾）
1. 甲は、乙に対し、本契約の条件に従い、特許発明を日本国内において実施する非独占的な権利を許諾する。
2. 本契約に基づく実施権は、譲渡又は再許諾することはできないものとする。ただし、甲が書面により事前に承諾した場合はこの限りではない。
3. 
[bookmark: _gbexupvjixlc]第4条（実施範囲）
乙は、特許発明を、本契約で定める目的及び範囲内においてのみ実施するものとし、これを超えて利用してはならない。

[bookmark: _s3g0v3r38tiw]第5条（対価）
1. 乙は、甲に対し、本契約に基づく特許実施の対価として、別紙2に定める実施料を支払うものとする。
2. 実施料の支払方法、支払期限及び振込手数料の負担についても、別紙2の定めによるものとする。
3. 
[bookmark: _eit1jfmfx71g]第6条（報告義務）
乙は、甲から求めがあった場合には、特許発明の実施状況、実施製品の数量及び売上高等について、合理的な範囲で報告するものとする。

[bookmark: _8sx88luaaf2x]第7条（知的財産権の帰属）
1. 本契約に基づき実施される特許発明に関する特許権その他の知的財産権は、すべて甲に帰属するものとする。
2. 本契約は、特許権の譲渡を意味するものではない。
3. 
[bookmark: _jmh1hkb6vir6]第8条（権利侵害への対応）
第三者が特許発明を侵害し、又は侵害するおそれがある場合の対応については、甲乙協議の上、誠意をもって対応するものとする。

[bookmark: _qd6stcto121t]第9条（秘密保持）
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術情報、営業情報その他の非公開情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。

[bookmark: _k6sfgwbhm77]第10条（保証の否認）
甲は、特許発明が第三者の権利を侵害しないこと、又は特定の目的に適合することについて、いかなる保証も行わないものとする。

[bookmark: _95gasuvbv4r8]第11条（損害賠償）
甲又は乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

[bookmark: _kpzrxycuz1ys]第12条（契約期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から当該特許権の存続期間満了日までとする。

[bookmark: _k1afkqf056bg]第13条（解除）
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めてもなお是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。

[bookmark: _y7p7gp87qiq]第14条（契約終了後の措置）
本契約が終了した場合、乙は、特許発明の実施を直ちに中止するものとする。

[bookmark: _wfnva5u2kckr]第15条（協議解決）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

[bookmark: _75nmrl59env9]第16条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

●年●月●日

甲　●●株式会社
住所
代表者名

乙　●●株式会社
住所
代表者名

